
 

瀬戸市旅費条例の一部を改正する条例をここに公布する。  

  平成２６年３月２８日 

瀬戸市長  増 岡 錦 也  

瀬戸市条例第５号  

   瀬戸市旅費条例の一部を改正する条例  

 瀬戸市旅費条例（昭和２６年瀬戸市条例第３２号）の一部を次のように

改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下

線で示すように改正する。  

改正後 改正前 

（旅費の種類） （旅費の種類） 

第２条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死亡手当

とする。 

第２条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死

亡手当とする。 

２から５まで ＜省略＞ ２から５まで ＜省略＞ 

 ６ 日当は、旅行中の日数に応じ、１日当りの定

額により、支給する。 

６ ＜省略＞ ７ ＜省略＞ 

７ ＜省略＞ ８ ＜省略＞ 

８ ＜省略＞ ９ ＜省略＞ 

９ ＜省略＞ １０ ＜省略＞ 

第５条 旅行者が、同一地域に滞在する場合にお

ける宿泊料は、その地域に到着した日の翌日か

ら起算して滞在日数３０日を超える場合には、

その超える日数について、定額の２割、滞在日

数６０日を超える場合には、その超える日数に

ついて、定額の３割に相当する額を定額から減

じた額とする。 

第５条 旅行者が、同一地域に滞在する場合にお

ける日当及び宿泊料は、その地域に到着した日

の翌日から起算して滞在日数３０日を超える場

合には、その超える日数について、定額の２

割、滞在日数６０日を超える場合には、その超

える日数について、定額の３割に相当する額を

それぞれ定額から減じた額とする。 

２ ＜省略＞ ２ ＜省略＞ 



 

 第８条 公用の船車によって旅行したときは、鉄

道賃、船賃及び車賃は支給しない。 

第８条 ＜省略＞ 第９条 ＜省略＞ 

第９条 ＜省略＞ 第１０条 ＜省略＞ 

第１０条 ＜省略＞ 第１１条 ＜省略＞ 

（旅費の請求手続）  

第１１条 旅費（概算払に係る旅費を含む。）の

支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る

旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしよう

とするものは、所定の書類を当該旅費の支出命

令権者に提出しなければならない。 

 

２ 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、

当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該

旅行について旅費の精算をしなければならな

い。 

 

３ 支出命令権者は、前項の規定による精算の結

果過払金があった場合には、所定の期間内に当

該過払金を返納させなければならない。 

 

（航空賃） （航空賃） 

第１４条 ＜省略＞ 第１３条の２ ＜省略＞ 

（車賃） （車賃） 

第１５条 ＜省略＞ 第１４条 ＜省略＞ 

 （日当） 

 第１５条 日当の額は、別表の定額による。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、市長の定める地域

への出張に係る日当の額は、前項の定額を超え

ない範囲内で市長が定める。 

 （随行旅費）  （旅費の特例） 

第２２条 ＜省略＞ 第２２条 ＜省略＞ 

（旅費の調整）  

第２３条 任命権者は、旅行者が公用の交通機

関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他

当該旅行における特別の事情により又は当該旅

 



 

行の性質上この条例の規定による旅費を支給し

た場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は

通常必要としない旅費を支給することとなる場

合においては、その実費を超えることとなる部

分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支

給しないことができる。 

２ 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による

旅費により旅行することが当該旅行における特

別の事情により又は当該旅行の性質上困難であ

る場合には、市長の承認を得て定める旅費を支

給することができる。 

 

（委任規定） （委任規定） 

第２４条 ＜省略＞ 第２３条 ＜省略＞ 

別表（第１６条、第１７条関係） 別表（第１５条、第１６条、第１７条関係） 

区分 宿泊料 

（１夜につ

き） 

食卓料 

（１夜につ

き） 

 

市長、副市長、固定

資産評価員 

 

 

円 

１５，０００ 

円 

２，４００ 

消防長、部長、会計

管理者、課長、課長

補佐又はこれらに相

当する職にある者 

 

 

 

 

 

１３，０００ ２，１００ 

その他の職員 

 

１２，０００ １，８００ 

 

区分 日当 

（１日につ

き） 

宿泊料 

（１夜につ

き） 

食卓料 

（１夜につ

き） 

 

市長、副

市長、固

定資産評

価員 

円 

２，８００ 

円 

１５，０００ 

円 

２，４００ 

消防長、

部長、会 

計管理者、 

課長、課

長補佐又

はこれら

に相当す

る職にあ

る者 

２，５００ １３，０００ ２，１００ 

その他の

職員 

２，２００ １２，０００ １，８００ 

   

   附  則 



 

 （施行期日）  

１ この条例は、平成２６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ 改正後の瀬戸市旅費条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発す

る旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例に

よる。  

 （公聴会に参加する者等の実費弁償に関する条例の一部改正）  

３ 公聴会に参加する者等の実費弁償に関する条例（昭和３２年瀬戸市条

例第８号）の一部を次のように改正する。  

  第３条第２項中「この場合において、日当の額は、すべて同条例別表

に規定する定額による。」を削る。  


